
有田川町奨学金返還支援助成金交付要綱 

令和８年３月３１日 

告示第２１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減す

ることにより町内への定住を促すことを目的とし、奨学金の返還者に対し

予算の範囲内において有田川町奨学金返還支援助成金（以下「助成金」と

いう。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学、大学

院、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）又は専門職大学を

いう。 

(２) 就業 期間の定めのない労働契約を締結している者又は継続した

労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約を締結してい

る者が、雇用保険法（昭和49年法律第116号）第60条の２第１項第１号

に規定する一般被保険者（１週間の所定労働時間が20時間未満の者を除

く。）として就業していることをいう。 

(３) 起業 次のいずれかに該当することをいう。 

ア 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和40年法律第33号）第229

条に規定する開業の届出（以下「開業の届出」という。）を行い、町

内で新たな事業を開始すること。 

イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して町内で事業を行

うこと。 

ウ 開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の



全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新分野の事業を開始する

こと。 

(４) 定住 永く住むことを前提に有田川町の住民基本台帳に登録され、

生活の基盤を有田川町に置くことをいう。 

（助成対象となる奨学金） 

第３条 助成金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

(１) 独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）第14条第

１項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金 

(２) 和歌山県修学奨励金貸与条例（平成14年和歌山県条例第37号）第３

条に規定する修学奨励金 

(３) その他町長が認める貸与型奨学金 

（助成対象者） 

第４条 助成金の対象となる者は、第１号から第７号までのいずれにも該当

し、かつ、第８号から第10号までのいずれかに該当する者とする。 

(１) 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受け

た者 

(２) 大学等を卒業した者で、第６条第１項に規定する認定申請を行う日

の属する年度の末日時点において満30歳未満の者 

(３) 定住している者 

(４) 本町の町税、その他本町の使用料等及び奨学金の返還を滞納してい

ない者 

(５) 令和８年４月１日時点で奨学金の返還をしている者又は令和８年

４月１日以降に奨学金の返還を始めた者 

(６) 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者 

(７) 有田川町暴力団排除条例（平成23年条例第13号）第２条第２号に規



定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を

有する者でないこと。 

(８) 就業している者 

(９) 起業している者 

(10) 個人で農業、林業若しくは漁業を営む者又はその事業専従者（所得

税法第57条第３項に規定する事業専従者をいう。） 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする会計年度の前年度の

１月から当該年度の12月までの間（以下「対象期間」という。）のうちで

前条第８号から第10号までのいずれかに該当していた期間における奨学

金の返還額の合計に相当する額（その額に1,000円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とし、12万円（交付累計額は、54万円を限度と

する。）を上限とする。 

（助成金の交付対象者の認定） 

第６条 この助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、助成金の交付を受けようとする会計年度の４月１日から翌１月10日ま

での間に、有田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、認定を受けなければなら

ない。ただし、第１号及び第２号に規定する書類は、２回目以降の申請時

には省略することができる。 

(１) 大学等が発行する卒業を証明する書類 

(２) 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類 

(３) 勤務先、就労状況等を証する書類 

(４) その他町長が特に必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、有

田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定通知書（様式第２号）又は有



田川町奨学金返還支援助成金交付対象者不認定通知書（様式第３号）によ

り、申請者に通知するものとする。 

（認定申請事項の変更及び承認） 

第７条 前条第２項による助成金の交付対象者の通知を受けた者（以下「助

成認定者」という。）は、その申請事項について変更が生じた場合は、速

やかに有田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書（様式第

４号）に、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、有

田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更承認通知書（様式第５

号）又は有田川町奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更不承認通知書

（様式第６号）により助成認定者に通知するものとする。 

（助成金の交付申請） 

第８条 助成認定者は、助成金の交付について、第６条第２項の規定による

認定を受けた日の属する年度の３月末までに有田川町奨学金返還支援助

成金交付申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請しな

ければならない。 

(１) 奨学金の返還済額を証する書類の写し 

(２) その他町長が特に必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助

成金の交付の可否を決定したときは、有田川町奨学金返還支援助成金交付

決定通知書（様式第８号）又は有田川町奨学金返還支援助成金不交付決定

通知書（様式第９号）により助成認定者に通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第９条 前条第２項による通知を受けた者（以下「助成対象者」という。）

は、速やかに有田川町奨学金返還支援助成金交付請求書（様式第10号）を

町長に提出しなければならない。 



２ 町長は、前項の請求があったときは、助成対象者に助成金を支払うもの

とする。 

（交付決定の取消し等） 

第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成

金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(１) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定又は助成金の交付

を受けたと認められるとき。 

(２) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(３) この告示の規定に違反したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が助成金を交付することを不適当

と認めたとき。 

２ 町長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、有田川町

奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書（様式第11号）により、助成対

象者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第11条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金

を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の返還命令は、有田川町奨学金返還支援助成金返還命令書（様式第

12号）により行うものとする。 

（その他） 

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（助成金の額の特例） 



２ 令和８年度においては、第５条中「会計年度の前年度の１月から当該年

度の12月までの間」とあるのは、「会計年度の４月から当該年度の12月ま

での間」、「12万円」とあるのは「９万円」と読み替えるものとする。 

 


